
NPO法 人しつぱの約束定款
第 1章 総 則

(名  称 )
第 1条  この法人は、NPO法 人しっぱの約束という。

(事務所 )

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都港区三日二丁目21番 16号に置 く。

(目  的 )
第 3条  この法人は、動物、とくに大及び猫と人間が共生できる、より良い社会の実
現に寄与することを目的とする。そのために、以下の 3つの目標を掲げる。

(1)行 き場のない犬及び猫の殺処分ゼロを目指し、保護・譲渡活動を推進する。

(2)飼 い主のいない猫 (野良猫)の過剰な繁殖を防ぐためのTNR活 動を推進す
る。

(3)高齢者と動物が安心して暮らせる社会の実現を支援する。

(特定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行
つ 。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)ま ちづくりの推進を図る活動

(4)環境の保全を図る活動

(5)子 どもの健全育成を図る活動

(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助

の活動

(事業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし
て、次の事業を行う。

(1)動物の保護、飼養管理及び譲渡に関する事業

(2)動物の不妊去勢手術及び地域猫活動の推進に関する事業

(3)動物の適正飼養及び動物愛護に関する普及啓発事業

(4)高齢者の動物飼養及び住居確保に関する相談・支援事業

(5)動祀晨,奏噸曇FJH彗及も腱曇葬業封場手■瞬更羽日
「
業

(6)その他目的を違成するために必要な事業

2 この法人は、次のその他の事業を行う。

(1)物品販売事業

(2)広告掲載事業

3 前項に掲げる事業は、第 1項に掲げる事業に支障がない限 り行 うものとし、そ
の利益は、第 1項に掲げる事業に充てるものとする。



第 2章 会 員

(種 別 )
第 6条  この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法

(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を賛助するために入会した個人及

び団体

(入 会 )
第 7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、
理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあつたとき、正当な理由がない限り、入会を認め
なければならない。

4 理事長は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書
面をもつて本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費 )

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入 しなければならな
い 。

(会員の資格の喪失 )

第 9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡 し、若 しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅 したと

き。

(3)継続 して 1年以上会費を滞納 したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会 )
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出 して、任意に退会するこ
とができる。

(除  名 )
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名す
ることができる。

(1)こ の定款に違反したとき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名 しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明
の機会を与えなければならない。

第 3章 役 員

(種別及び定数 )

第12条  この法人に、次の役員を置 く。
(1)理事  3人 以上 5人以内
(2)監事  1人 以上 2人以内
2 理事のうち 1人 を理事長とし、 1人 を副理事長とする。



(選任等 )

第13条  理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若 しくは 3親等以内の
親族が 1人 を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親

族が役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができな
い 。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務 )
第14条  理事長は、この法人を代表 し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表 しない。
3 副理事長は、理事長を補佐 し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたと
きは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づ

き、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の行為

又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見 した場合には、

これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述

べ、又は理事会の招集を請求すること。

(任期等 )

第15条  役員の任期は、 2年 とする。ただ し、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任 した役員の任期は、それぞれの前任者又は現
任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。

(欠員補充 )

第16条 理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞
なくこれを補充 しなければならない。

(解 任 )
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任す
ることができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明
の機会を与えなければならない。



(報酬等 )

第18条  役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要 した費用を弁償することができる。
3 前 2項 に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4章 会 議

(種 別 )
第19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成 )

第20条  総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能 )

第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任及び解任

(7)役員の職務及び報酬

(8)入会金及び会費の額

(9)資産の管理の方法

(10)借入金 (その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除 く。第47

条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰属

(12)事務局の組織及び運営

(13)そ の他運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第22条  通常総会は、毎年 1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載 した書面により招集の請求

があつたとき。

(3)監事が第14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第23条  総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があつたときは、そ
の日から30日 以内に臨時総会を招集 しなければならない。

3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書
面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日 前までに通知 しなければな

らない。



(総会の議長 )

第24条  総会の議長は、その総会に出席 した正会員の中から選出する。

(総会の定足数 )

第25条  総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することはできな
い。

(総会の議決 )

第26条 総会における議決事項は、第23条第 3項の規定によつてあらか じめ通知 した
事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をも
つて決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案 した場合において、正
会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を

可決する旨の社員総会の決議があつたものとみなす。

(総会での表決権等 )

第27条  各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらか じめ通知された
事項について書面若 しくは電磁的方法をもつて表決 し、又は他の正会員を代理人

として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用について
は、総会に出席 したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加

わることができない。

(総会の議事録 )

第28条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い 。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面若 しくは電磁的方法による表決者又は表決委

任者がある場合にあっては、その数を付記すること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2人 が、記名押印
又は署名 しなければならない。

3 前 2項の規定にかかわ らず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意
思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次

の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

(理事会の構成 )

第29条  理事会は、理事をもつて構成する。



(理事会の権能 )

第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 3分の 1以上から理事会の目的である事項を記載 した書面により

招集の請求があつたとき。

(3)監事から第14条第 5項第 5号の規定に基づき招集の請求があったとき。

(理事会の招集 )

第32条  理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2号の規定による請求があつたときは、その日から14日 以内
に理事会を招集 しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書
面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日 前までに通知 しなければな

らない。

(理事会の議長 )

第 33条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第34条  理事会における議決事項は、第32条第 3項の規定によつてあらかじめ通知 し

た事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

(理事会での表決権等 )

第35条  各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか じめ通知された

事項について書面をもつて表決することができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理

事会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加

わることができない。

(理事会の議事録 )

第36条  理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければなら

ない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあつては、その旨を付記

すること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果



(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名押
印又は署名 しなければならない。

第 5章 資 産
(資産の構成 )

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産から生 じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の区分 )

第38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業
に関する資産の 2種 とする。

(資産の管理 )

第39条  この法人の資産は、理事長が管理 し、その方法は、総会の議決を経て、理事
長が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第40条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従つて行わなければならな
い 。

(会計の区分 )

第41条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の 2

種とする。

(事業年度 )

第42条  この法人の事業年度は、毎年 3月 1日 に始まり、翌年 2月 末日に終わる。

(事業計画及び予算 )

第43条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、理事長が作成 し、

総会の議決を経なければならない。

(暫定予算 )

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立 しないとき
は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準

じ収益費用を講 じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立 した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正 )

第45条  予算成立後にやむを得ない事由が生 じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。



(事業報告及び決算 )

第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成 し、監事の監査を受

け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰 り越すものとする。

(臨機の措置 )

第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第48条  この法人が定款を変更 しようとするときは、総会に出席 した正会員の 4分の
3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第 3項に規定する事項について

は、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない

事項を除く。)し たときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散 )
第49条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消 し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3以

上の議決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なけ

ればならない。

(残余財産の帰属 )

第50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除 く。)し たと

きに残存する財産は、法第11条第 3項に掲げる者のうち、総会において議決 し

たものに譲渡するものとする。

(合 併 )
第51条  この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。



第 8章 公告の方法
(公告の方法 )

第52条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して
行う。ただし、法第28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、

この法人のホームページにおいて行う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ
る。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置 くことができる。

(職員の任免 )

第54条  事務局長及び職員の任免は、理事長が行 う。

(組織及び運営 )

第55条  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別
に定める。

第10章 雑 則

(細 則 )
第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ
を定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長     シュライバー 有紀子 (中

"l 
有紀子 )

副理事長 貴 子
久美子 (工藤 久美子 )
立 児
弘 道
博 之
桂

3 の 人の設立当初の役員の任期は、第15条第 1項の規定にかかわらず、この法

人の成立の日から2027年 5月 31日 までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわ らず、この法人の成立
の日から2027年 2月 28日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわ らず、設立総
会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわ らず、次に掲げ
る額とする。

(1)入会金 正会員 (個人・ 団体)  10,000円  賛助会員 (個人・ 団体) 3,000
円

(2)年会費 正会員 (個人)   10,000円  正会員 (団体)     100,000円
賛助会員 (個人)  3,000円  賛助会員 (団体)    80,000円

事

事

事

事

事

法

理

理

理

監

監

こ

間

藤

口

原

川

興

引

加

野

垣

中

延



書式第 1号 (法第 10条 。第 23条関係)
設立・役員変更用

役 員 名 簿 (役員名級 び銀 のうち報酬を受ける者の名簿)

NPO法人しっぱの約束

1 確認事項 (法第20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
Z各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
(どちらかにO)

(フ リガナ)
報酬の有無
(ど ちらかにO)

役職名等
氏   名

1 理事

シ ュライ パ ー ユ キ
(ナ カガ ワ ユキヨ)

任 理事長シュライバー 有紀子

(中川 有紀子)

2 理事

ヒキマ タカコ
任 副理事長

引間 貴子

3 理事

カトウ

(ク ドウ

クミコ

クミコ)
任

加藤

(工藤

久美子

久美子)

4 理事

ノグチ リュウジ
缶

野日 立児

5 理事

カキハラ ヒロミチ
任

垣原 弘道

6 監事
ナカガワ ヒロユキ

任

中川 博之

7 監事

エンヨ カツラ
4圧

延典 桂

8 理事・監事 有・無

9 理事・監事 有 盛

10 理事・監事 有・無



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

NPO法人 しっぱの約束
1 事業実施の方針
この法人は、動物、特に大及び猫と人間とが共生できる、より良い社会の実現に寄与することを目的と

する。

そのために、創業初年度は以下の 3つの目標を掲げる。

(1)初年度として、行き場のない大及び猫の殺処分ゼロを目指し、保護・譲渡数を増やす。
(2)飼い主のいない猫 (野良猫)の過剰な繁殖を防ぐためのTNR数を増やす。
(3)高齢者と動物が安心して暮らせる社会の実現を支援するための埼玉県大里郡寄居町の土地建物

取得、大規模修繕、猫受け容れ開始、シェルターの運営を軌道に乗せる。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【9,105千円】)

定訳に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

動物
飼養
譲渡
事業

の保護、
管理及び
に関する

埼玉県大里郡寄居町シェ

ルターの運営管理及び港

区、古河市での小規模シ

ェルターの運営

通年

埼玉県北
部、東京
都港区、
茨城県古
河市

2

飼い主
※ 保 護
犬・猫の
飼養等に
関心のあ
る方

200 1,095

動物の保護、
飼養管理及び
譲渡に関する
事業

飼い主のいない大猫にワ
クチン接種、不妊去勢手
術医療を施 し、シェルタ
ーで保護、里親募集をす
る。

通年

埼玉県北
部、東京
都港区、
茨城県古
河市

5

飼い主
※ 保 護
犬・猫の
飼養等に
関心のあ
る方

200 7,610

動物の不妊去
勢手術および
地域猫推進に
関する事業

飼い主のいない犬猫の捕
獲、ウイルス検査、ワクチ
ン接種、不妊去勢手術、駆
虫薬等医療を施し、現場
にリターンし、えさやり
をしてくれる方とよく話
し合い地域猫活動を推進
する。

通年

埼玉県北
部、東京
都港区、
茨城県古
河市

5 地域住民 200 300

動物の適正飼
育および動物
愛護に関する
普及啓発事業

埼玉県大里郡寄居町
シェルターでの体験勉強
会 (一泊猫とお泊り会 )

通年
埼玉県大
里郡寄居
町

2 猫愛好家 20 0

高齢者等の動
物飼養及び住
居確保に関す
る相談・支援
事業

高齢者が大猫を飼えなく
なった時、緊急で引き取
り、シェルターで預かる
相談、支援

通年 日本全国 2

今後の動
物飼養に
不安を持
つ高齢者

50 100



(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 30 】千円)
疋款 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

物品販売事業
オリジナルデザインのグッズ (Tシャツ、マグ
カップ等)の販売 通年

法人事務
所

1 30

広告掲載事業
不動産業者、ペットフー ド業者、トイレの砂業
者等の広告を HP、 SNSに掲載する。 通年

法人事務
所

1 0



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係 )

設立・定款変更用

令和 9年度 事 業 計 画 書

NPO法人 しつぱの約束
1 事業実施の方針
この法人は、動物、特に大及び猫と人間とが共生できる、より良い社会の実現に寄与することを目的と

する。

そのために、創業二年目は以下の 3つの目標を掲げる。

(1)二年度として、行き場のない大及び猫の殺処分ゼロを目指し、保護・譲渡数を前年と同数活動

(2)飼い主のいない猫 (野良猫)の過剰な繁殖を防ぐためのTNR数を前年と同数活動。

(3)高齢者と動物が安心して暮らせる社会の実現を支援するための埼玉県大里郡寄居町のシェルタ

ーを軌道に乗せ、新たに、中型犬大型犬シェルターを茨城県古河市に建設。運営を軌道に乗せるよ

うにする。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【11,135千円】)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

動物の保護、
飼養管理及び
譲渡に関する
事業

カラ塁秀墨馨馨量霊き落
区、古河市rっ小規模シ
ェルターの運営

通年

埼玉県北
部、東京
都港区、
茨城県古
河市

2

飼
※
犬
飼
関
る

い主
保
・猫
養等
心の
方

護
の
に
あ

200 1,095

動物の保護、
飼養管理及び
譲渡に関する
事業

飼い主のいない大にワク
チン接種、不妊去勢手術
医療を施し、シェルター
で保護、里親募集をする。
茨城県古河市で土地建物
取得、中型大大型犬のシ
ェルター建設

通年
茨城県古
河市

2

飼い主
※保護犬
の飼養等
に関心の
ある方

50 1,200

動物の保護、
飼養管理及び

馨準
に関する

飼い主のい
クチン接種
術医療を施
―で保護、
る。

ない犬猫
、不妊去
し、シェ
里親募集

にワ
勢手
ルタ
をす

通年

埼玉県北
部、東京
都港区、
茨城県古
河市

5

飼い主
※ 保 護
犬・猫の
飼養等に
関心のあ
る方

200 8,140

動物の不妊去
勢手術および
地域猫推進に
関する事業

飼い主のいない大猫の捕
獲、ウイルス検査、ワクチ
ン接種、不妊去勢手術、駆
虫薬等医療を施し、現場
にリターンし、えさやり
をしてくれる方とよく話
し合い地域猫活動を推進
する。

通年

埼玉県北
部、東京
都港区、
茨城県古
河市

5 地域住民 200 600

動物の適正飼
育および動物
愛護に関する
普及啓発事業

埼玉県寄居町シェルター
での体験型勉強会 (一泊
猫と一緒にお泊り会)

通年
埼玉県大
里郡寄居
町

2 猫愛好家 20 0



動
住
す
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の
び
関
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等
及
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・

者
養
保
談

齢
飼
確
相
業

高
物
居
る
事

高齢者が犬猫
なった時、緊
り、シェルタ
相談、支援

飼 え

ラ|
預

なく
き取
かる
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で 通年 日本全国
，

一

動
に
持
者

の
養
を
齢

後
飼
安
高

今
物
不
つ

50 100

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 50 】千円)
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

物品販売事業
オリジナルデザインのグッズ (Tシャツ、マグ
カップ等)の販売 通年

法人事務
所

1 50

広告掲載事業
不動産業者、ペットフー ド業者、トイレの砂業
者等の広告を HP、 SNSに掲載する。 通年

法人事務
所

1 0



書式第 10号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 8年度 活動予算書 (その他事業が上五場合)
設立・定款変更用

NPO法人 しつぱの約束

合計
特定非営利活動に係る事業

金  額  小計・合計 金

その他事業

額  小計・合計科 目

600,000600.∞ 0
300,000

300.000

0

0

5,500,0001 5.5∞.0∞
5.000,0001

500,000

01

0 0

' 3.000.0003,000,000 0

01

0

O

O

100.000

200,0(0

300.000

受取寄附金 (埼玉県寄居町シェルター建設)

受取寄附金 (大口)

動物の保護、飼養管理及び譲渡に関する事業
動物の不妊去勢手術及び地域猫活動の推進に関する事業

動物の適正飼養及び動物愛護に関する普及啓発事業

高齢者の動物飼養及び住居確保に関する相談・支援事業
動物の葬儀、供姜及び埋葬に関する支援事業

物品販売事業

取利

そ

3000 *100
正会員受取会費 (10000円 *30人 )

300.0009.1∞ .()()(

I.095,000l.095.000

1,095,000
0

0

0

8,040,000

60.0001

10,0001

1.200.000.

360,0001

250,000
130,0001

300,000

3.000.0001

600,0001

0

8,010.ml
90,000
20,000
600,000
1.500,000

30.000

シェルター管理有償ボランティア手当

役員報酬
退職給付費用

][§][]言繹
美

]荼

黛L町物件)

][1[曾:l:::う檄 4年で償却)
留協医曇曇

ul｀ 1｀・―
酒耗品費

B

1

2

十: 月

(1

グ ズ

(2 その

人

2

)

■

役員報酬
給料手当
退職給付費用

消耗品費
水道光熱費
通信速搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費
固定資産税

30.0009.105.00(

530,000

:|

ol

:|

130,0001

400,0001

530.000

530.000530.000
9.665.00(9.635.000

-535.000当 期 経 常 増 滉 A

過年度損益修正益
|¬

0

0

0

0

0

D

災害損失

当 1期 翡.常 外 増 減 額 C
270.000

-265,000)+② +③・・・0 -265,000
70,000

0
人

正

)― (
-335.000

1硼

一。
　
一̈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一。
　
一ｍ
一　
一

一　
一狐
　
　
　
　
　
　
　
一　
一皿
一

一　
　
一＆
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
一。一
一L____

9.13重,000
一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

匡

ヨ

~~~~~~~3000(

270.00〔

】

:

一一一一Ｆ
Ｉ
Ｉ

:用
】 ―

:理 区 分 振 替 |~「
~:~■~Cア~l__

正 味

一”

~~~~_270二
⊆p



書式第 10号 (法第 10条・第 25条関係)

令和9年度 活動予算書 (その他事業がぬ五場合)
NPO法人 しつぱの約束
(単位 :円

科 目
特定非営利活動に係る事業

金  額  小摯・合計 金

その他事業

額  ′1ヽ計・合計
合計

1 取

正会員受取会費 (10000円 *200人 )
3000 *200

2

受取寄附金 (茨城県古河市中型大大型大シェルター建設)
受取寄附金 (大 口)

3 取

4

]を|][][:]][曹
][i]::3]霙
菫暑][

`5 の の

2.600.000
2,000,000
600,000

0

0

0

5.500,000
5.000,000
500,000

ol

0

0

0

0

000.

01

0

|

つ

0

O

3.000.000
3.000,

500.000
0

0

O

O

0

300,000
200.000

3.500,000

11.100.000 500.000
B

1

1

シェルター管理有償ボランティア手当

役員報酬
退職給付費用

生

2

会議費
旅費交通費
動物運搬費用 (ガ ソリン代、高速代)
新設シェルター建築費
水道光熱費
減価償却費 (築 45年の10o万 円の家屋を4年で償却)
業務委託費、アニメーション動画作成
動物医療費 (TNRワ クチン費用 )
動物医療費
消耗品費
グッズ 入 れ

2

(1)
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福千1

2) の

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費 (運搬ガンリン代)
地代家賃
旅費交通費
減価償却費
固定資産税
十 t

1.095.000
1,095,000

0

0

0

0

0

O

0

0

1,095,000

1   9,510,000

90.

20,

800,

1,200,

720,

250,

130,

300,

5,000,

1,000,

000
000
000
000
000
000
oo0
000
000
000

0

50.000

:|

:|

0

01

0

0

0

50,000

9,560,000

10.605.000 50.00( 10.655.000

0

0

0

0

0

|

0

0

0

0

(,

0

530.000
0

0

0

0

0

0

130,000
400.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530,000

当 期 | : 1 A B -35.000 1     450.000 416.000

過年度損益修正益

0

O

(:)

0

0

0

D
II

災,1損 失
0

O

0

0

0

0

当 期 :墨 , C D

経  理 -450.000

人 民 及

味財

415.00(

70,(,00

10,000

「

経
~=F¬
頭葛

11.600.000

「

~~~~

:用
」________型迦鮮____二 ____。L__旦堕Q螢
:       11.135.∞ 0:         50.∞ O1 11.186.0∞

|  。・・①

|

L______
[ 計 |            l           n

「

~~~~「~~~¬

‐
~~~~T~~~0

1           0
・ ・ ・ ③

1    415,000.

憫

)減



設   立   用
書式第 6号 (法第 10条関係)

NPO法人しつぱの約束  設立趣旨書
1.趣旨
私たちは、動物と人間が互いに尊重し、豊かに共生できる社会の実現を目指すという理念のもと、特定

非営利活動法人「しっぽの約束」を設立いたします。

現代社会において、ペットは多くの家庭で家族の一員としてかけがえのない存在となっています。

しかしその一方で、飼育放棄や無秩序な繁殖により、行き場を失い、毎年多くの大や猫が殺処分されて

いるという悲しい現実があります。また、飼い主のいない猫 (野良猫)をめぐる地域 トラブルや、高齢化

に伴いペットの飼育が困難になるケースも深刻な社会問題となっています。

私たちはこれらの課題に対し、以下の 3つを活動の柱として取り組みます。

1.行き場のない大及び猫の殺処分ゼロを目指し、保護 。譲渡活動を推進する

2.飼い主のいない猫 (野良猫)の過剰な繁殖を防ぐためのT駅活動を推進する。

3.高齢者と動物が安心して暮らせる社会の実現を支援する。

これらの活動を通じて、一頭でも多くの命を救うと共に、動物福祉の精神を社会に根付かせ、全ての命

が大切にされる、思いやりのある成熟した社会の実現に寄与することを目的とします。

2.申請に至るまでの経緯
これまで私たちは、15年間以上にわたり、それぞれ個人として、また少人数のボランティアグループと

して、大猫の保護活動やTR活動、地域への啓発活動などに取り組んでまいりました。この間の保護譲渡

数は580匹を超えております。

しかし、活動を続ける中で、個人や少人数のボランティアグループの力だけでは救える命の数に限りが

あること、若手人財育成等のサステナビリティの点で課題があること、また、行政や地域社会との連携、

活動資金の確保といった面で、個人活動の限界を痛感するようになりました。

そこで、同じ志を持つ有志が集まり議論を重ねた結果、より安定的かつ継続的に、そして社会的な信用

をもって活動を展開するためには、法人格を取得することが不可欠であるとの結論に至りました。特定非

営利活動法人として組織化することで、責任の所在を明確にし、透明性の高い運営を行い、より多くの

方々からのご支援とご協力を得ながら、地域に根差した広範な活動を力強く推進していく所存です。

3.社会的背景と課題
私たちの活動が対象とする社会的な課題は、主に以下の点に集約されます。

・後を絶たない殺処分の問題 : 自治体による懸命な努力により殺処分数は減少傾向にありますが、依然

として飼育放棄や迷子、多頭飼育崩壊などにより、多くの尊い命が失われています。この問題の根本的

な解決には、行政の取り組みだけでなく、民間団体によるきめ細やかな保護・譲渡活動が不可欠です。

・飼い主のいない猫 (野良猫)をめぐる問題 : 無秩序な繁殖は、糞尿や鳴き声による地域 トラブルの原

因となるだけでなく、過酷な環境で生きる不幸な猫を増やし続けることになります。この連鎖を断ち切

るためには、猫を排除するのではなく、不妊去勢手術を施して地域で適切に管理する
「TNR活動 (地域

猫活動)」 が、最も人道的かつ有効な解決策として認識されています。

・超高齢社会におけるペット飼育の問題 :ペットは高齢者にとつて大きな癒やしや生きがいとなります

が、飼い主自身の病気や入院、死去などにより、飼育が困難になるケースが増加しています。飼い主の

不安を解消し、万が一の際には残されたペットの命を守る社会的なセーフティネットの構築が急務とな

っています。



4。 今後の活動内容

私たちはこれらの課題を解決するため、定款に掲げた目的を達成すべく、以下の活動を展開してまい

ります。

(1)殺処分ゼロを目指す活動 :行き場を失った大猫を保護するためのシェルター運営や一時預かリボ

ランティア制度を整備します。保護した動物には適切な医療ケアを施し、心身の健康を回復させた

上で、定期的に譲渡会を開催し、新しい家族へと繋ぎます。

また、イベントやSNSを通じて、終生飼養や適正飼養の重要性を訴える啓発活動も行います。

(2)躙R活動の推進 :地域住民や自治体、近隣の動物病院と連携し、飼い主のいない猫を対象とした計

画的なTNR活動を実施します。住民への説明会などを通じて地域猫活動への理解を求め、猫と地域住

民が快適に共存できる環境づくりを支援します。

(3)高齢者と動物の共生支援 :高齢の飼い主からの相談に応じる窓口を設置し、日々の飼育に関する

悩みや不安の解消をサポー トします。高齢者がペット可賃貸物件にスムースに入居できるよう宅地

建物取引士有資格者の理事長が大家さんおよび不動産仲介業者と交渉します。

また、飼い主が入院・入所する際の一時預かりや、万が一の際にペットを終生飼養するための受

け皿となる後見的な制度の構築を目指します。

以上の活動を誠実に実行していくため、ここに特定非営利活動法人「しっぱの約束」の設立を申請い

たします。 本法人の設立の趣旨にご理解ご賛同をいただき、設立認証を賜りますよう、心よりお願い申
し上げます。

令和 7年 11月 18日

設立代表者

氏名 シュライバー 有紀子 (中川 有紀子)




